
特別支援学級担任に変更があるときの調整額の支給について

例は、平成26年11月

例は、平成26年11月例は、平成26年11月

例は、平成26年11月

本務者A＝教諭 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

後任者B＝講師 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

○ ○ ○ ○ ○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

↑

引

継

日

給料の調整額

職員の給与の支給等に関する規則第9条 別表５の調整基本額×別表４の調整数

別表４

別表５

勤務 病気休暇

勤務

【解説】

　引継日は、引継を行う者に調整額が支給され、当該月の支給については、日割り計算となる。

　

　計算式：調整額　×　当該月の勤務日数　／　（当該月の日数　-　週休日）

　

　例の場合　本務者Aの11月の支給額　10,900　×　6　／　（30　－　10）　＝　3,270円

3,270円3,270円

3,270円

　　　　　　後任者Bの11月の支給額　 8,400　× 14　／　（30　－　10）　＝　5,880円

5,880円5,880円

5,880円

A

B

○＝支給対象日


